
猪名川町告示第１７７号 

 

猪名川町避難行動要支援者支援制度実施要綱の一部を改正する要綱をここに告示する。 

 

令和７年１２月３１日 

 

猪名川町長 岡 本 信 司  
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猪名川町避難行動要支援者支援制度実施要綱の一部を改正する要綱 

 

令和 ７年１２月３１日  

要 綱 第   ９８号  

 

猪名川町避難行動要支援者支援制度実施要綱（平成３０年要綱第５２号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条中「次に該当する者」を「次の各号に該当し、かつ、次条第４項に定める個人情

報提供に係る同意書を提出した者」に改め、同条第１号中「６５歳以上の独居高齢者並び

に」を削る。 

 様式第２号を次のように改める。 
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附 則 

この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 
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